
イメージ（南鳥島）

排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための

低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律

背景

★低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する施策の推進のための基本計画の策定
低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する基本的な方針、低潮線の保全を図るために行う措置に関する

事項、特定離島における拠点施設の整備の内容等を定める。

★低潮線保全区域の指定
排他的経済水域等の限界を画する基礎となる低潮線等の

周辺の水域で保全を図る必要があるものを区域指定。

★行為規制

低潮線保全区域内において海底の掘削等低潮線の保全に
支障を及ぼすおそれがある行為をしようとする者は国土交通
大臣の許可を受けなければならない。

・我が国は国土面積（約３８万km2）の約１１倍の世界有数の排他的経済水域の面積（約４０５万km2 ）を設定。

・平成２０年１１月の大陸棚延長申請、平成２１年３月の「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」の策定、平成
２１年１２月の「海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針」の決定等が行われた。

・排他的経済水域等の確保に資する低潮線の保全が緊急の課題。

・遠隔地にある離島は排他的経済水域等の利用上重要な位置にあるが、港湾等の利用活動のための拠点
施設が整備されていない。

排他的経済水域及び大陸棚が天然資源の探査及び開発、海洋環境の保全その他の活動の場として重要で
あることにかんがみ、低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する基本計画の策定、低潮線保全区域にお
いて必要な規制、並びに特定の離島を拠点とする排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用に関する活動
に必要となる港湾の施設に関し必要な事項を定めることにより、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用
の促進を図り、もって我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上を図る。

概要

目的

★特定離島の指定
地理的条件、社会的状況及び施設整備状

況等から周辺の排他的経済水域等の保全及
び利用を促進することが必要な離島を特定
離島として指定。

★特定離島港湾施設の建設等

基本計画に定める国の事務又は事業の用
に供する港湾の施設を国土交通大臣が建設、
改良及び管理するとともに、当該施設周辺の
一定の水域の占用等を規制。

＜低潮線保全区域＞

※長崎県男女群島鮫瀬の低潮線が約2km後退すると約78km2

（東京ドーム約1,700個分）の排他的経済水域面積が減少

＜基本計画＞

＜特定離島における拠点施設の整備＞

領海の限界線

高潮線（最高水面）

低潮線（最低水面）

低潮線

高潮線

限界線の基礎となる低潮線

限界線の基礎となる低潮線

排他的経済水域の限界線

200海里(約370km)

12海里(約22km)

低潮線保全区域

領海 排他的経済水域

港湾の施設の整備

大学等による研究活動
(海中生物調査、酸性化調査)

海洋ｴﾈﾙｷﾞｰ･海底資源
基礎調査

世界気象機関の全球
大気監視計画に基づく
温室効果ｶﾞｽ等の観測


